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 交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月１２日 

群馬県公安委員会委員長 五十嵐 清 隆   

群馬県公安委員会規則第３号 

   交番の名称等に関する規則の一部を改正する規則 

 交番の名称等に関する規則（昭和３７年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 別表の１の表前橋東警察署の部朝日町同の項中「同 天川大島町一丁目」を「同 朝日町四丁目」に改め、同部

駒形町同の項の次に次のように加える。 
 

前橋南 同 同 鶴光路町 前橋市 
 鶴光路町、新堀町、下川町、力丸町、房丸町、
徳丸町、下阿内町、亀里町、公田町、横手町、  
 島町、朝倉町、後閑町、上佐鳥町、下佐鳥 
町、宮地町、西善町 

 

 別表の２の表前橋東警察署の部二之宮同の項の次に次のように加える。 
 

宮城 同 同 鼻毛石町 前橋市 
 鼻毛石町、市之関町、柏倉町、三夜沢町、馬場
町、苗ヶ島町、大前田町 

 

別表の２の表前橋東警察署の部鶴光路同の項から苗ヶ島同の項までを削り、同表藤岡警察署の部鬼石同の項中 

「保美、濃山」を「保美濃山」に改め、同表沼田警察署の部川場同の項中「利根郡川場村大字湯原」を「利根郡川

場村大字川場湯原」に改め、同部藤原同の項中「同 藤原」を「利根郡みなかみ町藤原」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年３月２２日から施行する。 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和６年３月１２日 

群馬県企業管理者 中 島 啓 介 

１ 落札に係る特定役務の名称 県央第一水道 １系浄水処理施設機械設備更新外工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県企業局水道課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号 

３ 落札者を決定した日 令和６年２月８日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８ 

５ 落札金額 ２，７３０，０００，０００円  

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和５年１１月２４日 

 

 

■ 公安委員会規則 

■ 落  札 
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